
別記様式第３号（第８条関係） 

 

質疑応答書 

令和５年７月２６日  

 

入札件名  佐野市役所庁舎外３２か所で使用する電気の調達 

 

質 問 事 項 回 答 

１．諸経費に該当するものが無い場合、積算

内訳書の「諸経費」欄は空欄のままでよろし

いでしょうか。 

 

 

２．入札説明書９．(2)について 

① 積算内訳書に記載された単価（税抜金

額）に消費税分を加えた税込金額を、契約単

価（契約書に記載する単価）としていただく

ことは可能でしょうか。 

 

 

３．入札説明書９．(2)について 

② 上記質問（質問 No.2）に対するご回答が

不可でありましても、弊社落札の場合、請求

書については税込単価での算定となります。

税込単価に確定数量を乗した金額が請求金

額となりますので、ご了承ください。 

 

 

 

 

１．空欄もしくは 0 円としてください。 

 

 

 

 

２．契約書に記載する単価については、税抜

単価とします。 

 

 

 

 

 

３．インボイス制度に基づき、適切に消費税

額を計算した請求書としてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 



４．弊社落札の場合、計量日は以下①②の通

りとなります。 

① 契約電力 500kW 未満の施設に於いては、

計量日は現在供給されている電力会社から

変更できませんので、ご了承ください。 

② 契約電力 500kW 以上の施設に於いては、

現在の計量日が 1 日以外の場合、弊社に切り

替わった際は「1 日」に変更となりますが、

よろしいでしょうか。 

 

 

５．計量日はご使用期間末日の翌日 0:00 と

なりますのでご了承いただけますか。（例：

使用期間が 3/10～4/9 の場合、計量日は 4/10 

0:00） 

 

 

６．契約電力について以下①②の通りとさせ

ていただきますが、ご了承いただけますか。 

① 契約電力が 500kW 未満の施設は、各月の

契約電力は「その 1 月の最大需要電力と前 11

月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値

とする。」という運用になります。 

② 契約電力が 500kW 以上の場合で、契約電

力を超えて使用した場合、変更の必要性があ

るときは、発注者と受注者が協議して契約電

力を変更することとなります。 

また、契約電力を超えた場合は、超過料金が

発生します。 

 

 

４．①了承いたします。 

②了承いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．了承いたします。 

 

 

 

 

 

６．①了承いたします。 

②了承いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

７．契約電力 500kW 以上の施設で、仕様書の

契約電力と現在の契約電力が異なる施設が

ございますか。供給開始に合わせて契約電力

を変更する場合は、切替時に変更理由と根拠

資料を提出いただきます。なお、変更が供給

開始日に間に合わない場合、変更する日をず

らしていただきますがよろしいでしょうか。 

 

 

８．蓄熱割引等の適用ができませんが了承い

ただけますか。 

 

 

９．念の為に確認させていただきますが、自

家発補給電力のご契約は無しという認識で

よろしいでしょうか。 

 

 

１０．1 施設の電気料金のお支払いが複数か

らなることはございますか。（例：庁舎○○

円、売店○○円等）。ある場合は、施設名と

分担数を教えてください。なお、弊社落札の

場合、分割後の支払金額を弊社に通知いただ

きます。また、分割後の請求書の発行はでき

ませんがよろしいでしょうか。 

 

 

 

 

 

 

７．異なる施設はありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

８．了承いたします。 

 

 

 

９．契約はありません。 

 

 

 

 

１０．1 施設の電気料金のお支払いが複数にな

る施設は以下となります。 

施設№７．佐野小学校 分担数３、 

施設№８．天明小学校 分担数３、 

施設№９．植野小学校 分担数２、 

施設№１０．界小学校 分担数２、 

施設№１１．犬伏小学校 分担数３、 

施設№１２．犬伏東小学校 分担数３、 

施設№１３．城北小学校 分担数２、 

施設№１４．旗川小学校 分担数２、 

施設№１５．吾妻小学校 分担数２、 

施設№１６．赤見小学校 分担数３、 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１１．請求は月毎、後払い（年 12 回払い。

支払請求を受けた日から 30 日以内）となり

ますが、弊社落札の場合、計量日の都合によ

り、お支払回数が「年 13 回」になる施設が

あります。予めご了承いただけますか。 

 

 

１２．2 案件に入札する場合、入札書郵送に

あたり、案件ごとに内封筒（入札書を入れる

封筒）を作成し、内封筒をまとめて外封筒 1

通に封入してもよろしいでしょうか。まとめ

ての郵送が可能な場合、外封筒の記載内容や

郵送方法に指定はありますか。指定がある場

合は、ご指示ください。 

 

 

１３．契約書締結後、契約書に記載がない事

柄で弊社が協議を申し出た場合、応じていた

だけますか。 

 

施設№１７．石塚小学校 分担数３、 

施設№１８．出流原小学校 分担数３、 

施設№１９．城東中学校 分担数２、 

施設№２０．西中学校 分担数２、 

施設№２１．南中学校 分担数２、 

施設№２２．北中学校 分担数２、 

施設№２３．赤見中学校 分担数２、 

施設№２５．教育センター 分担数２です。

分割後の請求書の発行は不要です。 

 

 

１１．了承いたします。 

 

 

 

 

 

 

１２． まとめての郵送は不可です。案件ごと

に、１通ずつ指定の郵送方法にて送付してく

ださい。 

 

 

 

 

 

 

１３．協議可能です。 

 

 

 



 

１４．地域の旧一般電気事業者が料金を改定

した場合や、市場価格の変動又は経済状況等

の変動があった場合は、協議の上、契約単価

等の変更は可能ですか。 

 

 

 

１５．地域の旧一般電気事業者において、燃

料費調整単価の算定方法の見直しが行われ

た場合、弊社においても同様に見直しを行う

可能性がありますが応じていただけますか。 

 

 

１６．施設「佐野市保健センター」様につい

ては、改修工事にあたり供給終了のご予定で

しょうか。 

 

 

１７．契約期間中及び契約期間満了時に施設

の閉鎖や移転等により電力を供給停止する

施設がある場合、別途書面にて申込みを頂か

ないと対応できませんのでご容赦いただけ

ますか。 

 

 

 

１８．電気の契約を締結した場合には、その

契約内容を1年間継続していただくことを原

則とし、1 年未満のご使用の場合は、臨時電

力の料金が適用されます。契約を締結した

 

１４．やむを得ない原因の場合、協議に応じ

ることは可能です。 

 

 

 

 

 

１５．やむを得ない原因の場合、協議に応じ

ることは可能です。 

 

 

 

 

１６．改修工事中も、契約は継続します。 

 

 

 

 

１７．了承いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

１８．協議により、対応可能です。  

 

 

 



後、1 年に満たないで契約を廃止される場合

（または契約電力等を1年に満たないで減少

される場合）は、当該部分について臨時電力

を適用したものとして後日料金を精算する

ことは可能ですか。 

 

 

１９．入札資料として、契約書（案）を事前

に交付いただくことは可能でしょうか。 

 

 

 

 

 

 

 

１９．契約書（案）は事前に交付できません。

一般的な物品売買単価契約書様式は佐野市の

ホームページに記載しています。 

 

（注）・この質疑応答書は、仕様書の追補とみなす。 


